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No.831 2023 年 3 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

獣
害
対
策
講
習
会
ほ
か

空きスペースを駐車場シェアリングし活用してみませんか

　町では、観光シーズンにおける駐車場不足や交通渋滞などの解消を図るため、駐車場予約アプリを運

営する akippa 株式会社と駐車場シェアリングについての連携協力に関する協定を締結しております。

　akippa 株式会社は、駐車場確保に困っているドライバーと、利用のない空き地や駐車場を有効活用

して収益化したい土地所有者をマッチングする駐車場予約アプリ「akippa」を運営しています。

このサービスの登録には、車止めや精算機な

どの設置、初期費用・月額費用が不用なこと

から、空いているスペースがあればいつでも

利用することが可能です。

　契約されていない月極駐車場や個人宅の駐

車スペース・空き地など空いているスペース

の有効活用に興味のある方は、観光産業課ま

でお問合せください。

※問い合わせは、観光産業課

　　　　　　　　　　　☎８３－２２９５

獣

害

対

策

講

習

会

に

つ

い

て

　
町
内
に
お
い
て
出
没
や
被

害
の
増
え
て
い
る
野
生
動
物
に

つ
い
て
、
正
し
い
知
識
と
対
策

を
知
り
、
今
後
の
活
動
に
役
立

つ
内
容
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
参
加
さ
れ
る
方
は
、
電
話
ま

た
は
メ
ー
ル
に
て
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

〔
日
時
・
会
場
〕

　
　

　
１
日
目

　
３
月
22
日
（
水
）

 

　
　
福
祉
会
館
１
階
集
会
室

　
２
日
目
　
３
月
23
日
（
木
）

　
　
文
化
会
館
２
階
視
聴
覚
室

時
間
は
午
後
２
時
か
ら
４
時

〔
内
容
〕
　
　

　
町
内
で
生
息
し
て
い
る
野
生

動
物
の
基
礎
的
な
知
識
や
対
策

に
つ
い
て

＊
２
日
間
と
も
同
じ
内
容
で

す
。

※
申
し
込
み
、問
い
合
わ
せ
は
、

観
光
産
業
課

　

　
　
　
　 

☎
83
‐
２
２
９
５

E
-
m
a
i
l
:
n
o
u
r
i
n
s
u
i
s
a
n
@

town.okutama.tokyo.jp

「筋力向上トレーニング講習会」

　福祉会館の機能訓練室のマシーンを使うための

講習会です。参加希望者が数名集まった時に日程

調整を行い、随時開催しています。　

　再受講の希望も受付けています。

※問い合わせは、福祉保健課　

　　　　　　　　　　　　　☎８３－２７７７

森
林
を
取
得
し
た
方
は
届
出
が
必
要
で
す

　
森
林
所
有
者
と
な
っ
た
方

は
、
奥
多
摩
町
へ
の
届
出
が
義

務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　「
届
出
対
象
者
」
　
個
人
・
法

人
を
問
わ
ず
、
売
買
や
相
続
な

ど
に
よ
り
森
林
の
土
地
を
新
た

に
取
得
し
た
方
は
、
面
積
に
関

わ
ら
ず
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

＊
国
土
利
用
計
画
法
に
基
づ
く

土
地
売
買
契
約
の
届
出
を
し
て

い
る
方
は
対
象
外
で
す
。

　「
届
出
期
間
」
　
森
林
所
有
者

と
な
っ
た
日
か
ら
90
日
以
内

に
、
取
得
し
た
土
地
の
あ
る
市

町
村
の
長
に
届
出
を
し
て
く
だ

さ
い
。

 

「
届
出
必
要
書
類
」　
届
出
書

に
は
、
届
出
者
と
前
所
有
者
の

住
所
・
氏
名
、
所
有
者
と
な
っ

た
年
月
日
、
所
有
権
移
転
の
原

因
、
土
地
の
所
在
場
所
・
面
積

と
と
も
に
、
土
地
の
用
途
な
ど

を
記
載
し
ま
す
。

　
添
付
書
類
と
し
て
、
登
記
事

項
証
明
書
（
写
し
可
）
ま
た
は

土
地
売
買
契
約
書
な
ど
権
利
を

取
得
し
た
こ
と
が
分
か
る
書
類

の
写
し
、
土
地
の
位
置
を
示
す

図
面
が
必
要
で
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
観
光
産
業

課
　
　 

☎
83
‐
２
２
９
５
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No.831 令和 5年 3月 5日広 報 お く た ま

出
産
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て
応
援
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付
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事
業
ほ
か

奥多摩町出産・子育て応援給付金事業について

　国の「伴走型相談支援及び出産・子育て応援交付金」を活用して、妊娠の届出や出生の届出を行った

妊婦さん・子育て世帯の方に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽

減を図ることを目的とした出産・子育て応援金を支給します。

【出産応援給付金：妊婦さん一人につき現金５万円の支給】

　　〔対象者〕

　　令和４年４月１日以降に出生した児童の母または妊娠届出をした妊婦の方

【子育て応援給付金：児童一人につき現金５万円の支給】

　　〔対象者〕

　　令和４年４月１日以降に出生した児童を養育されている方

　〔申請の流れ〕

　　対象者の方には、２月下旬に申請書を郵送しました。届いていない場合は、ご連絡ください。

　　令和４年度の申請は、３月１０日（金）必着です。町で申請内容を確認後、出産応援給付金・

　子育て応援給付金は、３月２７日（月）指定の口座へお振込みします。

　　なお、令和５年度に新たに対象となられる方につきましては、改めてお知らせします。

　　詳しくは、町ホームページをご覧ください。

　※問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７

子ども・子育て支援推進事業
　令和４年度子ども・子育て支援推進事業のうち、下記事業は認定＊を受けていても請求書を提出し

なければ助成金は支払われません。これらの事業の請求は、４月１０日（月）までに提出してください。

＊令和４年度の認定を受けている方には、認定通知書と該当する請求書を送付済みですので、ご確認

ください。

【請求書の提出が必要な事業 (以下９事業 )】

　★産後健康診査等充実事業　　★インフルエンザ予防接種費用一部助成事業

　★ファミリー・サポート・センター利用助成及び病後児預かり助成事業

　★高校生等通学定期代助成事業（電車・バス）  ★高校生等通学支援事業（タクシー）

　★高校生等医療費助成事業　　　 ★入園・入学・進学等支援事業（高等学校等卒業者のみ）

　★不妊検査・不妊治療助成事業   ★不育治療助成事業

＊事業により必要な添付書類がありますので、詳しくは手引をご確認ください。

＊３月末時点で交付要件（税金等の滞納をしていないことなど）を満たしていないと助成を受けるこ

　とができません。納付のお忘れがないようご注意ください。

■年度ごとに申請が必要です

　来年度、この事業の対象となる世帯には、申請書などの書類を３月末に郵送しますので、来年度の

助成を希望される場合は、必ず４月１７日（月）までに申請をしてください。

　認定された方には、認定通知書・該当する請求書を５月頃送付予定です。

　認定通知書が送付されない方は、申請をしていない可能性がありますのでご確認ください。

　※問い合わせは、子ども家庭支援センター　☎８５－２６１１

申請を忘れずに！ 

8

１

　３

　５

　
　８

　10

　
　13

　15

　
　18

　20

　
　23

　25

　
　28

　30

　
　33

　35

　
　38

　40

　
　43

　45

　
　48

　50

　
　53

　55

　
　58

　60

　62
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奥多摩町出産・子育て応援給付金事業について

　国の「伴走型相談支援及び出産・子育て応援交付金」を活用して、妊娠の届出や出生の届出を行った

妊婦さん・子育て世帯の方に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽

減を図ることを目的とした出産・子育て応援金を支給します。

【出産応援給付金：妊婦さん一人につき現金５万円の支給】

　　〔対象者〕

　　令和４年４月１日以降に出生した児童の母または妊娠届出をした妊婦の方

【子育て応援給付金：児童一人につき現金５万円の支給】

　　〔対象者〕

　　令和４年４月１日以降に出生した児童を養育されている方

　〔申請の流れ〕

　　対象者の方には、２月下旬に申請書を郵送しました。届いていない場合は、ご連絡ください。

　　令和４年度の申請は、３月１０日（金）必着です。町で申請内容を確認後、出産応援給付金・

　子育て応援給付金は、３月２７日（月）指定の口座へお振込みします。

　　なお、令和５年度に新たに対象となられる方につきましては、改めてお知らせします。

　　詳しくは、町ホームページをご覧ください。

　※問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７

子ども・子育て支援推進事業
　令和４年度子ども・子育て支援推進事業のうち、下記事業は認定＊を受けていても請求書を提出し

なければ助成金は支払われません。これらの事業の請求は、４月１０日（月）までに提出してください。

＊令和４年度の認定を受けている方には、認定通知書と該当する請求書を送付済みですので、ご確認

ください。

【請求書の提出が必要な事業 (以下９事業 )】

　★産後健康診査等充実事業　　★インフルエンザ予防接種費用一部助成事業

　★ファミリー・サポート・センター利用助成及び病後児預かり助成事業

　★高校生等通学定期代助成事業（電車・バス）  ★高校生等通学支援事業（タクシー）

　★高校生等医療費助成事業　　　 ★入園・入学・進学等支援事業（高等学校等卒業者のみ）

　★不妊検査・不妊治療助成事業   ★不育治療助成事業

＊事業により必要な添付書類がありますので、詳しくは手引をご確認ください。

＊３月末時点で交付要件（税金等の滞納をしていないことなど）を満たしていないと助成を受けるこ

　とができません。納付のお忘れがないようご注意ください。

■年度ごとに申請が必要です

　来年度、この事業の対象となる世帯には、申請書などの書類を３月末に郵送しますので、来年度の

助成を希望される場合は、必ず４月１７日（月）までに申請をしてください。

　認定された方には、認定通知書・該当する請求書を５月頃送付予定です。

　認定通知書が送付されない方は、申請をしていない可能性がありますのでご確認ください。

　※問い合わせは、子ども家庭支援センター　☎８５－２６１１

申請を忘れずに！ 


